

	受付番号
	



溶接士技能更新申請書
一般社団法人　日本溶接協会
技術基準・認証委員会　御中
申請番号
西暦　　　　　年　　月　　日
申請者住所
申　請　者　　　　　　　　　　　　　㊞

原子炉等規制法に基づく溶接士技能認証試験基準（原子力施設）（WES 8210-1：2025）の規定により，
次のとおり溶接士技能更新の確認を受けたいので申請をいたします。
	溶接施工工場の名称
及び所在地
	

	申請区分
	資格更新

	溶接士の氏名及び資格
	「溶接士の氏名，資格及び作業経歴」による（　資格）

	適用法令及び技術基準
	原子炉等規制法　第43条の3の11
□実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈
（制定：平成25年 6月19日　原規技発第1306194号 原子力規制委員会決定）
□研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈
（制定：平成25年 6月19日　原管P発第1306193号 原子力規制委員会決定）
その他（原子炉等規制法　第　　条）
[bookmark: _GoBack]□（適用技術基準解釈を記載する）

	適用する認証基準
	　原子炉等規制法に基づく溶接士技能認証試験基準（原子力施設）
（WES 8210-1：2025）

	認証書必要時期
	

	連絡先
	




